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全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 御中 

（一社）日本ホテル協会  御中 

（一社）全日本シティホテル連盟 御中        

（一社）日本旅館協会 御中 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 

 

 
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について 
 

 
 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より、令和２年５月 25 日付で「移

行期間における都道府県の対応について」が発出されており、本通知において、「６月

19 日以後に都道府県をまたぐ観光振興に取り組むこととする。」とされていることか

ら、今後、観光地における宿泊を伴う旅行客の増加が見込まれるところです。 
貴団体におかれては、貴団体作成の「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガ

イドライン」等に沿った対応をされていると認識しているところですが、今後、都道

府県をまたぐ旅行客の増加を見据え、以下の対応に努めていただきますよう、ご協力

をお願いいたします。 
 

記 
 

・ 宿泊客がチェックインする際に、検温を行い３７．５度以上の熱や咳・咽頭

痛の症状がある場合には、本人の同意を得た上で、保健所に連絡し、その指示

に従うこととする。 

 

  ・ 発熱や咳・咽頭痛の症状がある宿泊客については、客室（他の宿泊客と区分

して待機する部屋がある場合は、その部屋）内で待機し、外に出ないよう要請

すること。 

 

 

 

 

 



 

（参考） 

 

「宿泊客への検温等の周知の手法について」 

 

Ｑ．宿泊客への検温の実施等にあたり、宿泊客へどのように周知すればよいです

か。 

 

Ａ．旅館・ホテルのホームページへ掲示することやフロントにおいて掲示すること

などが考えられますので、以下の掲示例を参考にご対応をお願いいたします。 

  なお、保健所への連絡を行うにあたっては、事前に宿泊客本人の同意を得てい

ただくようお願いいたします。 

（掲示例） 

《宿泊されるお客様へ》 

厚生労働省からの協力依頼により、検温等を実施しております。 

ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

①  チェックイン時の検温において、３７．５度以上の発熱や、咳・咽頭

痛の症状がある場合は、保健所に連絡をし、その指示に従うこととして

おります。 

 
②  発熱や咳・咽頭痛の症状があるお客様には、他のお客様と接触しない

個室で待機いただき、外出を控えていただくよう依頼することがありま

す。 

 


